


【国保】 
 

 K-95 ベリプラスト Pコンビセット（腹膜透析用カテーテル挿入時） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、腹膜透析用カテーテル挿入時における、ベリプラスト Pコ

ンビセットの使用は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 フィブリノゲン加第 XIII 因子の適応は「組織の接着・閉鎖（但し、縫

合あるいは接合した組織から血液、体液または体内ガスの漏出をきたし、

他に適切な処置法のない場合に限る）」であり、また、平成 15 年 6 月 13

日保医発第 0613001 号において、「単なる止血を目的として使用するもの

ではないこと」と通知されているため、腹膜透析用カテーテル挿入時の止

血に使用することは認められないと整理した。 

 

 


